
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

資料４

トラック輸送における取引環境・労働時間改善

佐賀県地方協議会の取組について

第12回トラック輸送における取引環境・労働時間改善佐賀県地方協議会

令和3年3月23日

協議会事務局

九州運輸局 佐賀運輸支局



【振り返り】 これまでの佐賀県地方協議会の取組

集荷と幹線輸送のドライバー分離による拘束時間削減
（荷種）冷凍食品

佐賀県地方協議会の経緯

〇 平成20～25年度まで開催した「トラック輸送適正取引パートナーシップ会議」を改組し、
平成27年度より継続開催

○ 目的：トラック運送事業の長時間労働の抑制に向けた環境整備を進める
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パイロット事業（実証実験）の実施
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※「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（働き方改革関連法）」に基づき、
令和６年度からトラック運転者の時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえ、長時間労働
の改善と生産性向上の取組を、荷主と連携し加速させる必要がある。

【平成28年度】

詳細はP8～9参照

【平成29年度】 ピッキング方式変更による積込み時間の短縮
(荷種) 生活用品

【成果】
集荷担当と長距離幹線輸送・配達担当を分け、
ドライバー１人あたり拘束時間の大幅短縮

【残る課題】
①集荷専門運転手の確保→増コストの負担
②2日目以降の時間短縮にはつながらない
③着荷主の厳しい時間指定等の解決必須



（１）今年度の輸送分野別の検討について
① 対象輸送分野
各地方協議会事務局は、これまでの地方協議会での課題整理や過去の実証事業を通じて浮き彫りとなった課題、輸送分野ごとに
顕在化している課題等に対し、１つ以上の輸送分野における課題の整理及び課題に対する改善策の活用等を検討すること。検討の

対象とする輸送分野は、各地方の状況に応じ、次の(ア)～(エ)のいずれかより選定すること。

（ア）令和元年度に実施した待機時間・附帯作業に関する調査の都道府県別の結果に基づき、各都道府県における待機時間が
特に長い輸送分野

（イ）過去の実証事業のフォローアップを実施する必要があると考えられる輸送分野
（ウ）昨年度地方協議会で取り組んだ「加工食品」、「建設資材」及び「紙・パルプ」の中で、各輸送品目別のガイドラインで示した

『今後の取組みの方向性』に沿って取組を行う輸送分野
（エ）今年度新たに取り組む「飲料・酒」又は「生鮮食品」の輸送分野

令和2年度の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の実施事項について
（令和2年8月7日 厚労省労働条件政策課長、同監督課長、国交省貨物課長 通達より一部抜粋）
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令和2年度 佐賀県地方協議会の取組 ①

令和元年度（前回） 検討対象分野にかかる各委員からの主なご発言

－選定理由－
① 待機時間の発生率が高い
② 前回協議会で浮上したテーマ
③ 九農局、JA佐賀の取組

令和２年度 検討の対象とする輸送分野

・加工食品の課題（リードタイム延長、配送頻度、小ロットにならざるを得ない生鮮物、日配物等）は包括的に考える必要あり。
・商習慣などに起因する季節波動の問題があり発注条件の見直しが必要。新しい請求形態や商習慣を作るのも手。
・大市場への出荷輸送を担う九州の物流事業者から見て、農産品はとても大きい市場。
・農水省の「食品等の流通合理化」の取組に非常に期待。佐賀で特徴的な青果物、農産品も検討とすべき。

・農産物も含めた食品流通,という大きなテーマで来年も協議を。

対象輸送分野(検討対象分野)を 及び とする。「加工食品」

－選定理由－
① 昨年度地方協議会で検討
② ガイドラインの周知を図る必要
③ 委員の問題意識、課題の多さ

「農産物」

通達



 平成29年7月に実施した荷待ち時間実態調査において、30分以上の荷待ち時間が生じた件数が多

い品目（加工食品、建設資材、紙・パルプ）について懇談会を立ち上げ、課題整理や改善策につ

いて検討を行い、その結果を踏まえて品目ごとのガイドラインを策定（令和2年5月公表）。

 加工食品、建設資材、紙・パルプの各品目については、ガイドラインにおいて示した今後の取組の方向
性に沿って、引き続き課題解決のための方策について検討・検証を実施する。

 また、平成29年7月及び平成30年11月に実施した荷待ち時間の実態調査において、荷待ち時間が
生じた件数が多かった「生鮮食品」及び「飲料、酒」について、課題整理や改善策の検討を実施する。

30分以上の荷待ち時間が生じた件数（輸送品目別）
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1004その他
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は、既に懇談会を設置している品目
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平成２９年７月調査 平成３０年１１月調査

は、今後懇談会設置を検討する品目

【参考】 荷待ち時間実態調査（平成29年7月、平成30年11月実施）

「加工食品」は、荷待ち時間が生じた件数が最も多い
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【参考：概要比較】

荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン

品目 主な課題 解決方策 今後の取組の方向性

加工食品 • 「１／３ルール」、年月日表示の賞味
期限等業界特有の慣習が存在

• 多種多様な製品サイズが存在
⇒複雑かつ長時間にわたる検品作業
⇒長時間にわたる荷役作業

• 賞味期限の年月表示化等による検
品作業の効率化

• QRコード等の活用による伝票情報
の電子化

• パレットサイズや外装サイズの統一、
外装表示の標準化

• 事前出荷情報の提供と伝票情報の
電子化の組み合わせ等による検品レ
スの実現

• 物流標準化アクションプランに沿った標
準化の取組の推進

建設資材 • 天候や道路事情等により計画どおりに
搬出入が進まないことが日常的

⇒トラックの荷待ちへの関心が薄い

• 多種多様な製品を邸別に仕分け
⇒複雑かつ長時間にわたる検品作業

• 工事現場における事前の段取りをデ
ジタル化したうえで「見える化」&「精
緻化」し、関係者の円滑な情報共
有を推進

• 運送と荷役の分離の推進

• 複数のユーザーが一貫して活用でき
る標準コードを導入し、入出荷検品
を目視から電子化

• 元請業者による物流へのマネジメント
の強化

• 伝票情報や物流情報を現場が容易
にアクセスできる環境整備を促進

紙・パルプ
(洋紙・板紙)

• 製品での差別化ができず、不十分な
リードタイムや少量多頻度納品、附帯
作業等の差別化による受注競争の商
習慣が定着

⇒低積載率での運行
⇒附帯作業の実施による長時間労働

• 発着荷主を含めた関係者間で十分
な協議を行い、リードタイムや少量多
頻度納品の緩和、平準化、附帯作
業の軽減等の対策を実施

• 発注者の製造計画等を関係者で共
有化・見える化する取り組みを推進

• サプライチェーンにおける物流コストの
適正な負担

• 共同保管・共同輸送の実現に向けた
取組みの推進

• 荷役の機械化を推進

紙・パルプ
（家庭紙）

• 製品単価が安価であるため、パレット化
のための投資が進まない

⇒手荷役による長時間労働

• 製品が安価かつ嵩張るため、小売りの
物流センターでは取り扱われず、かつ、
小売店舗での保管も困難

⇒家庭紙のみを少量多頻度で毎日納品

• 発着荷主の連携によるパレット化

• 物流負荷を軽減させるコンパクト製
品の切替

• サプライチェーンにおける物流コストの
適正な負担

• 「手積み手卸しの解消」を共通認識に、
パレット化の早急な促進

• 消費者へ製品メリットの積極的な周
知を行うなど、コンパクト製品の普及
促進 4



加工食品物流に関する運送事業者アンケート結果(令和2年12月実施)

＜アンケート実施概要＞ 実施者 佐賀運輸支局（協力：佐賀県トラック協会）

 実施の時期 令和2年12月14日(月)～12月22日(火)
 調査対象 加工食品を運送する佐賀県内のトラック事業者
 主な輸送物品 牛乳・乳製品、調味料、菓子、乾物、即席麺、冷凍・冷蔵・チルド食品、納豆
 目的 「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン(加工食品物流編)」対応状況の把握

＜ガイドラインの認知度＞Q1.

＜荷主-運送業者間のコミュニケーション＞Q2.

ガイドラインの内容をご存じですか？

0%

47%

40%

13%

よく知っている

ある程度知っている

あまり知らない

ほとんど知らない

0% 20% 40% 60%

ガイドライン公表（令和2年5月29日）以降、荷主と運送業者との間で、
「取引環境と長時間労働改善」に向けた協議(意見交換、相談等)の場を設けたことがありますか？

27%

20%

20%

33%

もともと協議等を行っている

ガイドラインを踏まえ協議等を行った

協議等を検討中

協議等の予定はない

0% 5% 10%15%20%25%30%35%

 調査手法 アンケート用紙をFAXで配布、回収
 有効回答数 15社/83社（全項目回答あり）

認知度 47％

態度変容度 40%

＜重要課題＞Q3.
ガイドラインで挙げている、加工食品分野における荷主とトラック事業者等の物流事業者が一体となって
取り組むべき４つの課題のうち、御社の加工食品物流で特に改善すべき重要課題は？

27%

13%

33%

27%

47%

60%

40%

33%

13%

27%

20%

40%

13%

7%

＜D.検品時間の削減 ＞

＜C.荷役時間の削減 ＞

＜B.荷待ち時間の削減 ＞

＜A.受発注条件の見直し ＞

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

かなり重要 重要 あまり問題はない 問題ない

もっとも 「かなり重要」 な課題は、「B.荷待ち時間の削減」

■「加工食品物流」における重要課題
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■「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン加工食品物流編」の認知度等



27%

7%

53%

67%

13%

7%

7%

20%

＜B-1.先着順から予約制への変更 ＞

＜B-2.時間指定の柔軟化 ＞

B.荷待ち時間の削減

＜重要課題ごとの改善事項の優先度＞Q4.～Q7.
それぞれの重要課題への対応にあたり、御社の状況を踏まえた改善事項の優先(重要)度を教えてください。

■「加工食品物流」における具体の課題

7%

7%

20%

33%

47%

53%

47%

40%

13%

13%

7%

13%

＜A-1.リードタイム延長(発注→納品) ＞

＜A-2.波動の平準化 ＞

＜A-3.適切な需給調整在庫の確保 ＞

A.受発注条件の見直し かなり重要 重要 あまり問題はない 問題ない

27%

33%

33%

47%

40%

60%

20%

27%

7%

7%＜C-1.バラ積み貨物のパレット化 ＞

＜C-2.パレットサイズ等の統一 ＞

＜C-3.外装段ボールサイズの見直し ＞

C.荷役時間の削減

20%

13%

7%

33%

60%

60%

47%

40%

20%

27%

40%

27%

7%

＜D-1.「3分の1ルール」の見直し徹底 ＞

＜D-2.年月日表記→年月表記 ＞

＜D-3.事前出荷情報提供･QRｺｰﾄﾞ情報組込＞

＜D-4.統一伝票･段ﾎﾞｰﾙ等表記標準化 ＞

D.検品時間の削減

佐賀運輸支局
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加工食品物流に関する運送事業者アンケート結果(令和2年12月実施)
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A-1 発注から納品までのリードタイムの延長・・・

A-2 波動の平準化・・・

A-3 適切な需給調整在庫の確保・・・

B-1 先着順から予約制への変更・・・

B-2 時間指定の柔軟化・・・

C-1 バラ積み貨物のパレット化・・・

C-2 パレットサイズ等の輸送容器の統一・・・

C-3 外装段ボールサイズの見直し・・・

D-1 「3分の1」ルールの見直し徹底・・・

D-2 年月日表記から年月表記への変更・・・

D-3 事前出荷情報提供/QRｺｰﾄﾞ等へ情報組込・・・

D-4 統一伝票や段ボールなどへの表記の標準化・・・

＜荷主とトラック事業者等が一体となって取り組むべき課題の改善の可能性＞Q8.～Q9.
・今後改善の見通しがある（可能性が期待される）項目を選択してください（複数回答→棒グラフ）
・改善の可能性が期待できない理由・原因があればコメントください。

■「加工食品物流」における課題改善の可能性について

A.受発注条件の見直し
・前々日までに運送会社に依頼したり、到着の時間指定をなくしたりする
など、余裕のある受発注条件になっていない。背景として、荷受け側が損
失を抑えるためにギリギリまで発注を遅らせている結果、発注の集中化
や、急な車両手配などにつながっていると感じている。
・さらに根本原因として賞味期限の取扱などの全国共通ルールなど、運
送会社と荷主だけで解決する問題ではないとも感じる。

B.荷待ち時間の削減
・荷受け側倉庫や物流センターなどの現場に「荷待ち時間はしょうがない」
という感じが見受けられる。倉庫や荷受けセンターも人員不足で総合的に
荷受け遅延が発生していると感じる。
・対策として、「予約制」の導入などの対策がされている倉庫等もあるが、
運送会社としては、道路状況が変わり対応が難しくなる。

C.荷役時間の削減
・やはりパレットの導入が解決策になる。しかし、その対応が運送会社ま
かせになっていたり、バラ積みからの改善が進まなかったり、パレットサイズ
がバラバラで対応が進んでいないのが現状。
・荷崩れの防止のためのラップを巻く作業があったり、パレット卸しの降ろし
方に問題があったりなど、パレットを導入しても、改善すべき点はある。

D.検品時間の削減
・「B.」同様、倉庫や荷受けセンターの人材不足があり、改善が見込
めない。
・その対応策として、置き逃げ（検品省略）で運用している納品先
もあるが、基本的には検品から受領書受け取りまでが望ましい。

佐賀運輸支局
加工食品物流に関する運送事業者アンケート結果(令和2年12月実施)
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【参考】 平成２８年度パイロット事業概要
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【参考】 平成２９年度パイロット事業概要
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○）□□□□□□□□□□□□□□□＜重点取組事項名＞

○重点取組事項概要

○ＫＰＩ

○重点取組事項の取組状況

○課題及び今後の対応の方向性

記載担当者名：○○省（○○局○○課〇〇）

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

［　］□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
　【○○年度～○○年度　□□□□　　→　○○年度～○○年度　□□□□】

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

【ＫＰＩ】

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

令和２年度佐賀県地方協議会重点取組事項PDCAシート

○ 重点取組事項 概要

○ KPIKey Performance Indicator（重要業績評価指標）

○ 重点取組事項の取組状況

○ 課題及び今後の対応の方向性

令和2年度の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の実施事項について
（令和2年8月7日 厚労省労働条件政策課長、同監督課長、国交省貨物課長 通達より一部抜粋）

2 重点取組事項のPDCAについて

今年度の重点取組事項が、令和6年度から適用される時間外
労働の上限規制に向けて効果的な取組となるよう、各地方運輸

局等は管轄する各地方協議会の取組について、別添
様式を用いてPDCAサイクルによる継続的な改善を
行うこと。地方運輸局等は取りまとめた別添様式を令和3年4月
末日までに自動車局貨物課に報告すること。

別添様式（PDCAシート）
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令和2年度 佐賀県地方協議会の取組 ②

通達

令和２年度 佐賀県地方協議会 重点取組事項PDCAシート 事務局案
次
頁



令和2年度 佐賀県地方協議会の取組 ②

令和２年度 佐賀県地方協議会 重点取組事項PDCAシート 事務局案
＜基本的考え方＞
・「全輸送分野」において、「標準的な運賃」の認知度向上や「働き方改革」の取組み等を進め、実態把握していく
・令和６年度に向け、当面は「加工食品」「農産物」を主眼に検討・取組を進める（必要に応じ見直し）

・「加工食品」については、まずガイドラインの浸透を図る取組が必要
・「農産物」については、関係者で意見・情報交換をしながら取組を進めていく

＜PDCAシート報告案＞

本日、ご意見・ご承認をいただきたい事項

○ 輸送対象品目(特に農産物・加工食品)の輸送にかかる効率改善

重点取組事項概要

取組の基本的柱
ＫＰＩ

目標設定(令和５年度末まで)

重点取組事項の取組状況

R2年度の取組状況と評価
課題 及び今後の
対応の方向性

「標準的な運賃」の推進 ○届出率 100%
(県内に主たる事務所がある会員社)

・会員向けセミナー＋広報

届出率 55.1％(R3.3.22現在)

・荷主理解・協力を求
めていくアプローチ手法

ホワイト物流推進運動
賛同企業数の拡大

○県内賛同事業者数 14社
（運送事業者12社、荷主企業2社）

県内賛同事業者数 7社
（運送事業者7社、荷主企業0社）

（R3.3.22現在）

・アプローチすべき荷主
企業とアプローチ手法の
検討

改正労働基準法の
周知及び理解の促進

所轄労働基準監督署ごとに、
少なくとも毎年度１回(全体
で４回)以上、説明会開催

説明会開催

令和元年度６回 延べ参加者328名

令和２年度５回 延べ参加者63名

(方向性)
・説明会及びポータルサ
イトを通じた理解促進

ガイドライン
（加工食品編）の浸透

※毎年度アンケートを実施し把握

○認知度 75％
○態度変容率 70％
○改善項目割合 平均30％

R2.12アンケート結果

○認知度 47％
○態度変容率 47％
○改善項目割合 平均19％

・荷主企業へのアンケー
ト協力依頼

・改善協議の方法

農産物輸送効率化の
協議推進

農産物輸送効率化のための
懇談会(仮称)の開催

懇談会設置について合意
（佐ト協、運輸支局、JAさが、九農局）

(方向性)
・意見、情報交換の場
・連携の検討 11

※・輸送対象品目を4年間固定する必要はない
・毎年度目標等の見直しOK

全
輸
送
分
野

加
工
食
品

農
産
物

労働局
報告

佐ト協
報告




